
安謝特別養護老人ホーム(ショートステイ）利用料金 令和6年8月改定

介護区分

 負担割合

非課税(第２段階) 1,497 1,620 1,693 1,771 1,853 1,931 2,007

非課税(第３段階 ①) 1,897 2,020 2,093 2,171 2,253 2,331 2,407

非課税(第3段階 ②) 2,197 2,320 2,393 2,471 2,553 2,631 2,707

課税(１割) 2,827 2,950 3,023 3,101 3,183 3,261 3,337

課税(２割) 3,354 3,600 3,746 3,902 4,066 4,222 4,374

課税(３割) 3,881 4,250 4,469 4,703 4,949 5,183 5,411

※ 生活保護受給者等の利用料金は、食費 300円/日、本人支払額は福祉事務所において決定されます。

ショートステイ（短期入所生活介護）（日額）

※ 収入に応じて減免制度があり、利用料金が異なります。

※ 実施加算として、個別機能訓練加算 56円/日、療養食加算 8円/回、送迎加算184円/片道が別途加算されます。

※ 上記料金には、食費・居住費を含みます。

　　(2段階とは収入が80万円以下、3段階①とは収入が80万円超120万以下、3段階②とは収入が120万円超非課税 ）
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